
会 計 年 度 任 用 職 員 募 集 要 領 

 

   

１．受 付 期 間  随時 

 

２．身    分  会計年度任用職員 

           ※勤務成績が良好の場合、最大で２回まで任期を更新される場合が 

あります。 

 

３．募 集 業 務   別紙業務別募集一覧をご確認ください。 

 

４．任 用 期 間  採用日～令和６年３月３１日 

 

５．給 与  給与は一般職員の給与に関する条例等に基づき、報酬、費用弁償＜通勤費（上 

限有）＞、時間外勤務手当に相当する報酬、期末手当など、それぞれの支給条 

件に応じて支給されます。 

          ※報酬は学歴・職歴による加算があります。（上限あり） 

          ※期末手当は、次のいずれにも該当する場合に支給します。 

           ①令和５年度中の任用期間が６か月以上であること 

           ②基準日（６月１日、１２月１日）に任用されていること 

           ③基準日以前６か月における勤務時間が週あたり１５時間３０分以上で 

あること 

          ※報酬、費用弁償及び期末手当の額は、条例改正等により変更されることが 

           あります。 

 

６．休    暇  年次有給休暇、夏季休暇、慶弔休暇、結婚休暇等の制度があります。 

 

７．社会保険等  勤務条件に応じ、一定の要件のもと、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の 

適用があります。 

 

８．公 務 災 害  労働者災害補償保険または岩見沢市議会の議員その他非常勤職員の公務災害

補償等条例の適用になります。 

 

９．服    務  地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規定の対象となります。（営

利企業への従事等の制限を除く。） 

 

１０．申 込 方 法  別紙申込書を申込先まで提出または郵送してください。 

          郵便の場合は宛先に申込先の部署名を記入願います。 

          その他、不明な点等ございましたら、申込先へお問い合わせ願います。 

 

 

 

 

 

 

 



１１．申 込 資 格  次の事項に該当する方は応募できません。 

          ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの人 

          ・岩見沢市職員として懲戒免職処分を受け、当該処分の日から２年を経過し

ない人 

          ・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条か

ら第６３条までに規定する罪を犯し刑に処せられた人 

          ・日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府

を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに

加入した人 

 

１２．そ の 他  ・この選考において提出された書類は、一切返却しません。 

          ・この選考において市が収集した個人情報は、選考及び採用に関する事務以

外の目的への使用は一切しません。ただし、採用者の個人情報は人事情報

として使用します。 

 

～採 用 ま で の 流 れ～ 

 

 
     

・申込先に、別紙「令和５年度会計年度任用職員採用申込書」を提出してください。 

     ※郵送での申込みの場合における郵便事故については一切考慮しません。 

 

   

 
     

・担当部署で選考を行います。選考日程及び選考方法については申込後、担当部署よりご

連絡いたします。 

 

  

 
    

 ・選考結果については、担当部署から通知にてお知らせします。 

    ・受験資格がないことが明らかになった場合、虚偽の申告等が明らかになった場合に 

は、合格を取り消す場合があります。 
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